震災後中期の精神保健

精神保健福祉センター　　畑　哲信
（１）避難所から仮設住宅へ

　仮設住宅へ移ると、避難者にとってはプライバシーが確保されて環境が大きく改善されます。一方、支援者にとっては、居住者に目が届きにくくなるため、よりきめの細かいケアが必要となります

○避難所に避難している間に、できるだけケアニーズが高い人を把握しておくこと

○ケアニーズが高い人を中心に、早めに連絡をとること

○全住民を対象とした検診など、体の健康管理と合わせて心のチェックを行うとよい

　（自殺対策のうつ病検診と似た形）
（２）自宅居住者

　自宅居住者についてはニーズのある人を見つけ出す点に工夫が必要で、それは基本的には自殺対策の手法と同じです。
○ケアの必要な人を見つけ出す

・全戸訪問

・チラシを全戸配布し相談を促す

・住民検診の利用

・震災前からの情報の利用（相談歴、受診歴など）

　（※自立支援医療利用者や精神保健福祉手帳所持者の安否・状況確認が役に立ちます！）
（３）心のケアの内容
○心のケア

・医療ニーズのある人のスクリーニングと受診勧奨

・医療ほどではないがケアが必要な人への対応

○医療ニーズ（もともとの精神疾患以外で）
・うつ病

・不安関連疾患、PTSD

・認知症の顕在化

・アルコール依存等

・適応障害

○心理的ケア
・上記のうち、軽度のもの
　⇒傾聴を中心としたケア

・PTSDや適応障害、アルコール依存のように医療だけでは不十分な疾患

　⇒生活環境の調整

　⇒PTSDなどに対する心理ケア（認知療法など）

　　（系統的に治療できる人は少ないが、簡易な形での実施は可能）

　⇒自助グループにつなぐ、または自助グループの育成
（４）行政以外の動き
＜精神保健医療／県内＞

○県内医師

・各医師会より避難所ケア等に協力をいただいています

○県内心理士

・こどものケア
・避難所等の成人を含めた心理ケア

○県内看護師

・医大看護を中心に、浜通りでの医療補助、避難所ケアを行っています

○県内精神保健福祉士
＜精神保健医療／県外＞

○県外からの心のケアチーム
・各保健所・保健福祉事務所がマネージメントしています

（全体の采配は精神保健福祉センター）

○県外からの医師

・ケアチームが入りにくい浜通りを中心に個別に医師が支援しています

　（保健所、医大がマネージメント）
○県外からの看護師

・浜通りを中心に、訪問も含めた心のケアを実施する予定です（聖路加等）
○県外からの心理士

・県内心理士活動への協力派遣を検討しています（全国臨床心理士会）
○県外からの精神保健福祉士

・支援申し出があり、調整中です

○その他、ボランティア

・ライフリンクが取りまとめて支援を検討しています（寄り添い型の支援・ケア）
＜精神保健以外の活動＞
○司法書士会

・研修会を行い被災者への心のケアに配慮した支援を行うよう検討しています

○弁護士会

＜知っておきたい知識＞
○PTSD（心的外傷後ストレス障害）

　大きな災害に遭遇したあと、次のような症状が出てきて長期間続く精神疾患です。
　災害の後、何カ月もしてから出てくるということもあるので注意が必要です。

　直接の被災者のほか、支援者も悲惨な場面を見聞きすることで症状をきたすことがあります。

（１）再体験

　突然、災害の様子がありありと強い感情を伴ってよみがえってくる症状です。睡眠中、悪夢で目が覚めてしまうこともあります。「眠れない」という訴えがあった時は、この症状による不眠のことがあるので、確認してください。また、同じ日付や時刻など、できごとと関連するものを目にしたときに再体験が出てくることも多く、（２）の回避の症状をもたらします。

（２）麻痺・回避

　災害に関係するものを避けてしまう。亡くなった身近な人が使っていたものを触れることができない、といった、できごとと関連する特定のものや場所などを避けてしまう症状です。それ以外に、物事全般への希望や意欲がなくなってしまう、集中力がなくなる、という症状もあります。

　日常生活のほか、仕事に復帰した後、仕事を普通にこなせなくなってしまう、ということがあるので、周りが十分に理解して配慮することが必要になります。

（３）過覚醒

　いつもピリピリした感じで緊張が抜けない、怒りっぽくなった、こらえ性がなくなった、などです。対人関係の妨げとなることがあり、そうすると孤立してしまって、ますます症状が悪化してしまうという悪循環に陥ります。周りの人の理解が欠かせません。
（４）PTSDの治療・ケア
　一部の症状には薬（抗うつ薬や交感神経を調整する薬）が効きます。
　心理療法として、認知療法などが有効です。

　（認知療法：日常の活動でどのようなことが症状によって妨げられているかを整理する

　　　　　　　それぞれの難しさを点数化して、点数が低いものからトライしていく

　　　　　　　症状がおこったときの対処法（呼吸法など）を身につける　など）

　それとともに、（２）（３）の症状のように、周囲の理解を得るための環境調整が不可欠です。

（５）PTSDの予防
PTSDは、次のようなときにおこりやすいと考えられています

・過去に他の心の傷をうけたことがある（災害、犯罪被害や虐待など）

・災害後の生活の不安定さが長く続く

・サポート（心の支え）が得られない（支えにしていた人が亡くなるなど）
・二次的被害（周りが本人の気持ちを傷つけることを言ってしまうなど）

そのため、PTSDを予防するためには、次のような支援が必要です

・少しでも生活を安定させること

・孤立しないように配慮し、心の支え（気持ちを受け止め、安心感を持ってもらう、周囲の理解をうながす）を提供する

・二次的被害を与えないように注意する（環境調整も含め）

・過去に心の傷を受けたことがある人に対しては特に注意して上記を心掛ける
○アルコール依存、乱用

避難者はアルコール依存、乱用に陥るリスクが高くなります。その理由は次のようなものがあります。

・避難所で不眠に陥る

・長期間のストレスが続き、ストレス解消の一つとして飲酒してしまう

・避難生活で日常生活のリズムを失ってしまい、暇を持て余してしまう
したがって、アルコール依存、乱用を防ぐ、改善する、ためには次のような工夫が必要です

＜環境に対して＞

・避難所にアルコールを持ち込ませない

（支援物資としては決してアルコールを提供してはいけません）

・アルコール依存について避難者に啓発する

・ストレス解消になるような活動を避難所として行う

（朝の体操、レクリエーションなど）

＜アルコール乱用を改善する＞

・不眠に対して適切に対処する
・ストレス解消を身に付けてもらう

・日中できることを見つけてもらい、なるべく１日のスケジュールが決まった生活を送る
・飲酒欲求が高まったときの対処法を身に付けてもらう

（「飲みたい！」と思ったときに、３０分間我慢して気を紛らわせる活動をする、といったもの）

（そのあと、すぐに飲んでしまったとしても、まずは我慢できたということを評価し、強化する）

○原発災害（被曝）についての不安
・原発の災害が続いており、多くの人が不安な気持ちを抱いていると思います。精神疾患としては、パニック障害などの不安障害、身体表現性障害（心理的に体の不調をきたしてしまう、体の病気がないのに体の不調を感じてしまう）などが考えられます。
＜一般の人への教育＞

　職業的に放射線被曝をうける職種があります。医療関係者や航空機スタッフ、さらには宇宙飛行士なども含まれます。そういう人たちは、「線量管理」という考えに基づいて被曝量を管理して仕事をしています。被曝線量が多いと予想される職種では、個人が線量計を身に付けて、「現在の被曝量」「1日の被曝量」「年間の被曝量」「生涯の被曝量」のそれぞれの基準値の範囲に収まるように仕事をします。住民について、被曝線量が少ないので、そこまでの管理は必要ありません。
　不要な被曝を避ける意味では、マスク着用、外出時に肌を露出しないなどの配慮は必要でしょうが、それで日常生活が妨げられてしまうこと（たとえば家にこもりきりになって運動不足に陥るなど）のマイナス面の方が大きくなってしまう場合もあり（今回のレベルではほとんどがこれに該当します）、そうしたマイナス面を見比べながら生活することが必要になってきます。
　こうした教育は、放射線についての専門家がわかりやすく説明することと、きちんとしたデータに基づいて説明することが大切です。
＜精神疾患＞

　通常の精神疾患への対応と同じです。放射線による影響は、上記のように、実質的にはないのですが、ご本人はそこへの不安が大きいので、まずその不安をしっかり受け止めることが必要です。ある程度、気持ちが落ち着いたところで、正しい知識を伝えることが必要でしょうし、今ある症状について、精神科治療で改善するということをお伝えし、治療を促します。「放射線による影響だ」という考えを、当初からすっかりとなくしてもらうという必要はありません。その考えはそのままにして、とりあえず、症状のほうは和らげるという考え方でよいでしょう。
○支援者自身のケア

　心のケアにおいて最も大切なことは、支援者自身が健康であるということです。自分の気持ちがイライラしていたり疲れ切ったりしていると、話を聞く、ということもろくにできないでしょうし、かえって、相手にストレスを与えてしまいかねないからです。

（燃えつきてしまう・・どうすれば予防できるか？）

　一生懸命に働いてきて、ほっと一息ついたころに、突然、気が抜けたようになってしまうことがあります。これを「燃えつき」と言います。燃え尽きを防ぐ一番の方法は、A) 働きすぎないことなのですが、これは今さら言っても遅いかもしれません。でも、とにかく早めに休むことは大切です。いかに燃えつきさせないかということは、管理職にとっての重要な役割です。住民サービスが第一というのは当然ですが、住民サービスの質を高めるためにも、休養が大切なのです。休養をとらないことでサービスを劣化させてしまうことこそ避けるべきなのです。管理職が我慢しすぎると、周りの職員も暗黙に我慢を強いられてしまいます。管理職が率先して休みを確保してください。それと合わせて、計画的に職員の休みを確保するようにしてください。それから、もう一つは、B) お互いの支えです。「よく頑張ったね」とお互いにねぎらい合うことです。どうしても忙しいと、「自分はこんなに忙しいのにあの人はなにかのんびりしている」と、本当は全然のんびりなんかしていないのに、他人のことを妬ましく思ってしまったりします。これでは、お互いに燃えつきさせてしまうことになります。

（燃えつきてしまったら・・？）

　燃えつきの状態になると、普通に1，2日休んだだけでは回復しません。週単位で回復に時間がかかると考えてください。それでは周りも大変ですが、でも、焦らず、時間をかけて見守ってあげてください。特に、仕事に対する自信をなくしてしまって、「もう辞める」というところまでいってしまうこともありますが、そういうときは、「時間稼ぎ」を心掛けてください。「2週間休んでいいから、それから結論をだしましょう」といった具合です。「燃えつき」の段階では、薬を飲まなくても回復することが多いですが、うつ病など精神疾患のレベルまでいっている場合は、もちろん、きちんとした医療が必要です。ですので、一度、受診されて専門的な判断を仰ぐことは必要です。
　海やプールでおぼれている人を助けるときに、まず大切なのは自分自身の安全を確保するということです。そうしないと、犠牲者の数を増やす（つまり救助を求めている人だけでなく自分もおぼれてしまう）だけに終わります。このことは、心のケアを含め、すべての支援活動にあてはまることです。ときどき、この話を思い出しながら、自分自身を振り返る時間を持ちましょう。
